
　

町からのお知らせ

しらたか元気っ子事業の対象年齢を拡大します

　「しらたか元気っ子事業」では中学３
年生までのお子さんを対象に医療証を交
付し、医療費にかかる自己負担分を助成
しております。平成28年４月１日から
その対象年齢を18歳（高校３年生年齢）
までに拡大して実施いたします。
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●対象者
　白鷹町に住所のある方で、18歳に達して初めて３月31日
を迎えるまでの年齢の方
※就学のため町外に住所を移した方でも、保護者の住所が

白鷹町にある方は対象となります。
※就職などにより保護者の扶養から外れた方は対象外にな

ります。
●対象となる医療費
　県内医療機関での外来・調剤・入院医療費の自己負担分　
　（ただし、保険適用分の医療費に限ります。）
●手続き
　まだ手続きをされていない方はお早めにお手続きください。
■問い合わせ　町民課国保医療係　☎８５- ６１３０

先着
500 名

　白鷹町「日本の紅 ( あか ) をつく
る町」連携推進本部では、紅花の町
を広くＰＲすることを目的に『最上
紅花の種』を先着500名様にプレゼ
ントいたします。
　山形県花である紅花を、ぜひ栽培
してみてください。

▼  配布開始　４月12日（火）

▼  配布場所　白鷹町役場産業振興課

▼  そ の 他　町内にお住まいの方に
　限ります。
※お一人につき、一袋（20g）とさ
　せていただきます。
■申し込み・問い合わせ　
　産業振興課　
　☎８５- ６１３６

『最上紅花の種』
　　　　　プレゼント
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